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長野大学紀要編集規程 
(名称及び発行) 
第１条 本誌を「長野大学紀要」（以下「本紀要」という。）と称し、年４回発行することを原則とする。 
(目的) 
第２条 長野大学において教員が行っている研究および本学で実施された共同研究や受託研究の成果を学

内外に紹介し、長野大学の教育・研究活動の活成化に寄与することを目的とする。 
(編集委員会) 
第３条 長野大学図書館運営委員会のもとに、長野大学紀要編集委員会（以下「編集委員会」という。）

を置く。編集委員会委員長は図書館運営委員会委員長が兼ねる。 
２. 本紀要の原稿の募集・編集は編集委員が行う。 
(投稿資格) 
第４条 投稿できる者は原則として本学の専任教員および実習助手とする。ただし、本学の非常勤講師等

も投稿することができる。 
(投稿原稿) 
第５条 本紀要に掲載する原稿は他に未発表のものに限り、種類は次の号に掲げるものとする。 
（1） 論文 
（2） 研究ノート 
（3） 書評 
（4） その他の編集委員会の認めたもの 
(著作権) 
第６条 本紀要に体裁された論文等の著作権の取り扱いは、以下のとおりとする。 
（1） 著作権は著者に帰属する。 
（2） 著者は著作物の複製権と公衆送信権の行使を大学に委託する。 
(論文等のネットワークでの公開) 
第７条 本紀要に掲載された論文等は、原則として電子化し、長野大学ホームページ等を通じてネット

ワーク上に公開する。 
(配布) 
第８条 発行された紀要は専任教員、実習助手および非常勤講師等へ配布する。 
(抜刷) 
第９条 執筆者には抜刷 50部を配布する。ただし、50部をこえる分については執筆者がその費用を負担

するものとする。 
(執筆要領) 
第10条 原稿は別に定める執筆要領にしたがうこととする。 
(改廃) 
第11条 この規則の改廃は、全学教授会の承認を得なければならない。 
附則 
本規程は平成５年７月１日から施行する。 
本規程は平成17年４月１日から施行する。 
本規程は平成23年４月１日から施行する。 
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